
第１回

札幌市公共交通協議会

地域公共交通会議 厚別区部会

資料１

【協議事項】

地域交通の新規導入について



■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド

１．地域交通の新規導入【協議事項】

■バス路線の廃止と地域交通の導入
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■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド
北海道中央バス㈱が運行している「厚別ふれあい循環線」が令和７年３月31日をもって廃止

一方で、約400人／日が利用（R5.12）しており、既存の公共交通では対応困難な移動ニーズ
が存在。そのため、地域住民が中心となり新たな交通手段（地域交通）を導入しようと検討
組織が立ち上がった。
札幌市においても、地域の移動ニーズ等を踏まえ、関係機関との調整や技術的な支援を行い、
「地域・運行事業者・札幌市」の三者協働で地域交通の導入について検討を進めてきたところ。

■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド
当該バス路線は、札幌市が主体となって導入する代替交通導入の基準※には該当しない。

※500m以内に代替となるバス停が存在しない廃止バス停が複数ある等

地域交通支援制度



■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド

１．地域交通の新規導入【協議事項】
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■廃止路線の概要

⑴ 利用人数

 １日約400人に利用されている。

⑵ 時間帯

・午前中の利用が多く、ピークは10時00分便（約28人）
・午後のピークは15時30分便（約20人）。

⑶ 目的地

・JR厚別駅と新さっぽろ駅の利用が最も多く、合わせて

６割を占める。

次に厚別中央まちづくりセンターの利用が多い。

・JRや地下鉄への乗継のほか、スーパー等の商業施設や

病院への移動に利用されている。

〈時刻表〉〈路線図〉

〈利用実態（R5冬） 〉

＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成



２．運行計画（案）【協議事項】

実施期間 令和７年４月１日～ ※土日祝日及び12月29日～1月3日を除く。

運行態様 乗合旅客運送（路線定期運行）

運行車両

大型バス車両
・路線バスタイプ（前方と中央にドアがある車両）
・定員73名
※上記に加え、予備車が１台

運行経路及び停留所 厚別ふれあい循環線と同様（後述「運行経路」「停留所」参照）

運行ダイヤ 後述「運行ダイヤ」参照

利用方法 定時運行のため、予約不要

運賃
一律 300円 （現金のみ対応） ※未就学児無料
回数券・定期券については、（後述「運賃表」参照）

運行事業者
札幌観光バス株式会社
（地域組織による選定会議により決定）

道路運送法上の位置づけ
道路運送法第21条による運行
（国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による乗
合旅客の運送）
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■運行概要



２．運行計画（案）【協議事項】
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■運行経路 ■停留所

１ JR厚別駅

２ 厚別中央まちづくりセンター

３ 安楽寺前

４ 旭町

５ ひばりが丘西公園前

６ ひばりが丘駅

７ 厚別中央１条４丁目

８ 青葉町１丁目

９ 青葉町２丁目

10 新さっぽろ駅

11 東商業高校前

12 厚別中央５条５丁目

13 厚別中央５条４丁目

14 JR厚別駅

・JR厚別駅から左回りで走行（現在の厚別ふれあい循環線と同経路）
・停留所についても基本的には現在と同一の場所に設置予定
（現在警察署等と調整中）



２．運行計画（案）【協議事項】
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■運行ダイヤ

・１日15便の運行
・平日のみの運行（土日祝、12/29～1/3は運休）

厚別駅
出発時刻

1便 8:00

2便 8:30

3便 9:00

4便 9:30

（休憩 30分間）

5便 10:30

6便 11:00

7便 11:30

8便 12:00

（休憩 30分間）

厚別駅
出発時刻

9便 13:00

10便 13:30

11便 14:00

12便 14:30

（休憩 30分間）

13便 15:30

14便 16:00

15便 16:30



２．運行計画（案）【協議事項】
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■運賃表

一律（区間に依らず） 現金のみ 300円

【普通運賃】

【回数券】

11枚綴り 3,000円

【定期券】

券種 1ヶ月 3ヶ月

通勤 13,000円 37,000円

通学（大人） 7,000円 20,000円

通学（こども） 4,000円 12,000円

※ICカード（サピカ・敬老パス等）使用不可

※未就学児 無料



３．今後のスケジュール【参考】
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令和7年2月 ■札幌運輸支局に乗合運送事業許可（21条）を申請（運行事業者）

令和7年2月12日
  （本日）

■第1回札幌市公共交通協議会地域公共交通会議 厚別区部会
協議事項である「地域交通の新規導入について」合意

令和7年4月

令和7年3月 ■利用者説明会

■実証運行開始

令和7年4月

令和8年3月

■３か月ごとに運行実績を確認
・収支率50%を達成できるよう、地域、運行事業者及び札幌市が３か月
ごとに運行実績を確認し、必要な見直しを実施

・収支率50％を達成する見込みが立たない場合、運行の継続可否を検討

令和8年4月～ ■本格運行へ移行
収支率50%を継続して達成できるよう、適宜運行計画の見直しを実施

継続して収支率50％を達成
※地域交通支援制度において、実証運行から本格運行へ移行するためには収支率50％の達成が必要。

～
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